
 

 
 
 

平成 29 年 2 月 9 日 

 

「<つくば>自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン」取扱い開始のお知らせ 

 

筑波銀行(頭取 : 藤川 雅海、本店 : 茨城県土浦市)は、このたび「<つくば>自然災害時返済一部免

除特約付住宅ローン」の取扱いを開始しますのでお知らせいたします。 

 本商品は、自然災害によりご自宅が罹災した場合、罹災の程度に応じて住宅ローンの返済を一部免除

(払い戻し)することにより、お客さまの生活再建をご支援することを目的としています。 

また、本商品ではお客さまのニーズに応じてお申込み頂けるよう、対象となる自然災害の範囲が異な

る「スタンダードタイプ」と「ワイドタイプ」の２種類をご用意いたしました。「ワイドタイプ」では、

「スタンダードタイプ」で対象となる自然災害の範囲(水災、風災、ひょう災、雪災、落雷)に「地震等

(地震・津波・噴火)」を加えることにより、地震等を原因とした罹災の場合であっても免除(払い戻し)

を可能としています。 

 今後とも、当行はお客さまの多様なニーズに幅広くお応えしていくため、よりよい商品の提供とサー 

ビスの向上に努めてまいります。 

 

記 

１．商品名 

  「<つくば>自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン」(スタンダードタイプ、ワイドタイプ) 

 

２．商品概要 

別紙「商品概要書」を参照願います。 

※「免除する(払い戻す)」とは、住宅ローンの約定返済を停止するものではなく、住宅ローン契約 

 に基づき毎月の約定返済を行った後に、所定の約定返済額相当額をお客さまの返済用預金口座へ 

 払い戻す形式を指します。 

 

３．取扱窓口 

  「全店」および「すまいるプラザ」 

 

４．取扱開始日 

  平成 29 年 2 月 13 日(月) 

  

 当行は地域になくてはならない銀行として、地域振興支援プロジェクト『あゆみ』を通じて地域社会

や地域経済の復興・振興に貢献してまいります。 

 

以上 

 

 

 
 
 

報道機関のお問合せ先 

筑波銀行 総合企画部広報室 檜山 内線３７３０ 

℡ ０２９－８５９－８１１１ 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
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